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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月２３日（日） １１時５８分ごろ 

発生場所 北海道小樽市小樽港 

 小樽港島堤灯台から真方位２５７°４４０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１１.８′ 東経１４１°０１.２′） 

事故調査の経過  平成２５年６月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 かいよう、１８トン 

   ２３５－２０９６４北海道、小樽市 

   １１.９５ｍ（Lr）×３.７８ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１０.３３kＷ、昭和６３年７月 

Ｂ プレジャーモーターボート アミュン２、１３トン 

   ２００－２２６０１北海道、個人所有 

   １１.９０ｍ（Lr）×３.９７ｍ×２.１４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関２基、４１９.２４kＷ（合計）、平成４年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１１年７月２１日 

    免許証交付日 平成２１年７月８日 

           （平成２６年７月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１０年９月１８日 

    免許証交付日 平成２５年２月２５日 

           （平成３０年９月１７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板の曲損、凹損及び亀裂 

  甲板上旅客用構造物の一部倒壊 

Ｂ 船首部外板の曲損、凹損、亀裂等 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、旅客６人を乗せ、小樽港内を
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遊覧中、船首方の小樽港第３号ふ頭から大型客船が航行してきたの

で、大型客船の進路を妨害しないように航路の西方２００ｍ付近で船

首を北西方に向け、機関を中立にして漂泊した。 

船長Ａは、船体後部の操舵室の天窓を開け、踏み台の上に立ち、上

半身を屋形船の屋根の上に出して操船及び見張りを行い、右舷方の防

波堤外から航行してくるプレジャーボート及び後続するＢ船を視認し

たが、プレジャーボートが防波堤を通過して左転を行い、南方の小樽

港マリーナ方面に向けて航行し、Ｂ船が直進してＡ船の船首方を通過

する態勢であったので、大型客船が通過した後、再び航行を開始しよ

うと思い、その場で漂泊していた。 

船長Ａは、Ａ船の船首方を通過すると思っていたＢ船が、その後、

Ａ船の右舷船首至近に迫って来たので、機関を後進にかけたが、後進

がかかる前、平成２５年６月２３日１１時５８分ごろＡ船の右舷前部

とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、小樽港北方

１４海里付近の釣り場から、定係地である小樽港マリーナに向かっ

た。 

船長Ｂは、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船を行い、小樽港

港口の防波堤を通過した後、左舷側の窓が海水の塩で汚れて前方が見

にくかったので、左舷側の窓をウィンドウオッシャー及びワイパーを

作動させて汚れを取ると同時に機関を減速し、約５ノットの対地速力

で手動操舵により、航行した。 

船長Ｂは、港口から南方にある小樽港マリーナに向かうつもりであ

ったが、右舷方の小樽港第３号ふ頭から航行してくる大型客船が見え

たので、大型客船の進路を避けた後に接近して見物しようと思い、進

路を少し左に変えて南西進中、右舷前方の大型客船に注意を向けてい

たところ、Ｂ船がＡ船と衝突した。 

同乗者は、携帯電話で海上保安庁へ事故の発生を通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

Ａ船は、平成２５年の運航を４月２７日から開始し、土、日及び祝

日において、一日に３便の港内遊覧を約４０分間で行っていた。 

 船長Ａは、漁船の船長の経験を有しており、平成２５年４月からＡ

船の船長として乗船し、計５４便の運航に従事していた。 

 船長Ｂは、港口を入る前に港内を見たが、Ａ船に気付かず、また、

ウィンドウオッシャー及びワイパーを作動した際に左前方を見たが、

Ａ船に気付かなかった。 

船長Ｂは、ＧＰＳプロッター及びレーダーを作動させていたが、本

事故当時、見張りを目視で行っていた。 

 船長Ｂ及び同乗者は、共に救命胴衣を着用していた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、小樽港において、大型客船の進路を避けて漂泊中、船長Ａ

が、Ａ船の船首方を通過する態勢であると思っていたＢ船が左転して

接近し、右舷船首至近に迫ったＢ船に気付いたことから、避航するこ

とができず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、小樽港において、大型客船を見物しようとして南西進中、

船長Ｂが、大型客船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかった

ことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、小樽港において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が南西進中、船長

Ａが右舷船首至近に迫ったＢ船に気付き、また、船長Ｂが見張りを適

切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、一方向のみに注意を向けることなく、全周の見張りを

行うこと。 

 


